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はじめに 経営戦略の趣旨 

 

大村市の下水道事業は、汚水処理人口普及率が令和６年度末で９９％を超え高い普及

率となっています。 

一方、事業規模に対する企業債残高対事業規模比率は３０５．３％で、全国類似団体

平均６９８．０％と比較すると低い状況ですが、本市の企業債残高は、１００億円を超

えています。 

今後は、資産の老朽化に伴う更新や耐震化に多大な費用が必要となることから、経営

環境は将来的に厳しさを増していくことが予測されます。 

下水道は、住民の日常生活に欠くことのできないものであり、将来にわたってサービ

スの提供を安定的に継続するため、中長期的な経営の基本計画である「経営戦略」を策

定し、５年ごとに改定していくことにより将来の経営見通しを把握する必要があります。 

本経営戦略は、令和３年３月に策定した「大村市下水道事業経営戦略２０２１」の事

後検証を基に、「投資試算」及び「財源試算」の将来予測や財源確保の見直しを行い、新

たな経営戦略として改定をしています。 

本経営戦略の計画期間は、令和８年度～令和１７年度までの１０年間とし、期間内で

の進捗管理を行うとともに、ＰＤＣＡサイクルの視点により、施策の推進や改善に向け

て取り組みます。 
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第 1 章 事業概要と現状分析 

１．事業概要 

（１）沿革 

本市の下水道は、生活環境の改善、公共用水域の水質保全及び浸水被害の防止を目的

とし、昭和４９年に事業認可を受け、汚水及び雨水共に市街地中心部の２５６ha を事

業計画区域として整備に着手し、昭和５６年４月に下水道の供用を開始しました。これ

は、長崎県内では、長崎市、佐世保市、長与町に次いで４番目です。 

その後、市民の生活環境への意識や都市状況の変化に対応して区域の拡大を重ね、現

在、計画処理面積 2,972ha、計画処理人口 94,300 人、計画晴天時１日最大汚水量 54,101

㎥／日の整備を行っています。 

また、大村浄水管理センターでは、平成２７年３月に長崎県が策定した「大村湾流域

下水道整備総合計画」の水質基準達成に向け、計画的に高度処理施設の整備を進めてい

ます。農業集落排水施設は、標準耐用年数を過ぎた機械・電気設備の更新費用、及び維

持管理費が増大することを考慮し、公共下水道区域への統合を段階的に進めています。 

さらに、本市の下水道事業運営を持続可能なものとし、下水道施設を良好な資産とし

て次世代へ継承するため、新たな官民連携手法であるウォーターＰＰＰの導入に取組

んでいます。 

  
表1-1　下水道事業年表

年度 主な動き 年度 主な動き

昭和４９年 公共下水道事業認可 平成２０年 終末処理場（浄水管理センター）

昭和５６年 下水道供用開始 　水処理増設完成（７系列の内６系列）

昭和５７年 下水道法に基づく事業計画変更 平成２１年 料金センター開設（料金業務委託）

（大村処理区 1,190ha） 平成２３年 下水道法に基づく事業計画変更

昭和６３年 終末処理場（浄水管理センター） （2,366ha 鬼橋）

　水処理増設完成（８系列の内３系列） 大村市下水道事業中期経営計画の策定

平成２年 下水道法に基づく事業計画変更 （H24～H28）

（1,944ha 富の原、松原ほか） 平成２６年 大村浄水管理センター消化ガス発電事業

平成５年 下水道法に基づく事業計画変更 （全国初の民設民営方式）供用開始

（1,993ha 雄ヶ原、宮小路、沖田） 下水道法に基づく事業計画変更

平成６年 終末処理場（浄水管理センター） （2,393ha 箕島、向木場）

　水処理増設完成（８系列の内４系列） 平成２７年 下水道法に基づく事業計画変更

平成７年 下水道法に基づく事業計画変更 （2,411ha 新工業団地）

（2,015ha 原町） 大村市上下水道事業中期経営計画の策定

平成８年 下水道法に基づく事業認可 （H28～R2）

（大村南部処理区 44ha）長崎県から認可 平成２８年 おおむら汚水処理構想の策定

平成９年 下水道法に基づく事業計画変更 大村市下水道事業経営戦略の策定

（2,128ha 松原、寿古、岩松） （H29～R8）

平成１１年 下水道使用料徴収一元化 平成２９年 大村市公共下水道事業基本計画の見直し

終末処理場（浄水管理センター） （2,641ha 松原、東大村）

　水処理増設完成（８系列の内５系列） 平成３０年 使用料改定

平成１２年 大村湾南部流域下水道 供用開始 令和元年 下水道法に基づく事業計画変更

平成１４年 下水道法に基づく事業計画変更 （2,641ha 松原、東大村）

（2,359ha 黒丸、上諏訪、木場、徳泉川内） 大村市公共下水道事業基本計画の見直し

平成１６年 使用料改定 （2,972ha 農業集落排水）

平成１７年 地方公営企業法適用（財務） 高度処理（1系列）を開始

下水道法に基づく事業認可 令和３年 下水道法に基づく事業計画の変更

（大村南部処理区 117ha）長崎県から認可 （2,933ha 農業集落排水→大村処理区）

平成１８年 水道部門と組織統合 下水道供用開始40周年記念

地方公営企業法適用（全部） 「長與専斎展」開催

コンビニ収納開始 令和６年 高度処理（2系列）を開始

下水道供用開始25周年記念 農集排：萱瀬下地区の公共下水道統合

「いきいき下水道フェスタ」開催 令和７年 し尿等受入施設の供用開始

平成１９年 「大村市水道局経営健全化計画」の策定

（H19～H23）

使用料改定
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（２）事業の規模 
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（３）施設状況（令和６年度末） 

①施設処理 
   大村浄水管理センターは、昭和５６年に供用開始した分流式の下水処理場で、行政

人口の約９割から排出される汚水を処理しており、閉鎖性水域である大村湾の水質

浄化や市民生活の環境維持に欠かすことのできない役割を果たしています。 
 

名称       ：大村浄水管理センター 
位置       ：大村市松山町５６５番地１ 
処理方式     ：標準活性汚泥法+ステップ流入式２段硝化脱窒法 
計画１日最大汚水量：53,000m3／日 

現有処理能力   ：53,000m3／日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②ポンプ施設             ③管路施設 

   汚水中継ポンプ場 ８か所        汚水管 約４３７ｋｍ 

   雨水ポンプ場   ２か所        雨水管 約 ９３ｋｍ 
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図 1-1 上下水道局の組織体制図  【令和６年度末】 

（４）使用料 

本市の下水道使用料は、使用量の有無に係わりなく賦課される基本料金に、使用量

に応じて賦課される従量料金（超過料金）を加算する従量制となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）組織 

令和６年度末現在の上下水道局全体の職員数は６１人（管理者含む）で、下水道事

業に従事する職員数は、業務課６名、下水道工務課１４名、下水道施設課４名の２４

名です。 

図 1-1 は、組織体制図、図 1-2 は、下水道事業年代別職員数です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

表1-3　下水道使用料の単価表（税込み） （令和６年度末）
下水道使用料

  693 円

 1～10㎥ まで    73 円 70 銭

11～30㎥ まで   157 円 30 銭

31～50㎥ まで   188 円 10 銭

51㎥～   229 円 90 銭

項     目

基本料金

従量金額
（１㎥当たりの金額）
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（６）民間活用の状況 

限られた予算、職員数で下水道事業を運営していくためには、豊富な知識と経験を

もった信頼のある民間業者のノウハウを活用することも重要です。現在、民間委託を

実施している主な業務は表 1-4 のとおりです。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．現状分析 

（１）経営比較分析表による評価 

総務省では、公営企業の経営状況及び課題を的確かつ簡明に把握するため、経営指

標を整理した「経営比較分析表」を公表しています。本市の令和５年度の状況を評価

しました。 

 ①経営の健全性・効率性について 

経常収支率、経費回収率は１００％以上を確保しており、費用を収益で賄えており

ます。今後も将来の改築に備えて利益を確保していく必要があります。 

累積欠損金比率は平成２６年度の新会計基準適用以降、累積欠損金は生じており

ません。 

流動比率は１００％以上を維持できており、短期的な支払能力に問題はないとい

えます。 
企業債残高対事業規模比率は類似団体平均値と比較すると低くなっており、前年

度と比較しても減少しています。今後も計画的に施設の整備を行いながら、将来世代

への過度の負担を避けるため、引き続き企業債の発行を抑制し、企業債残高を減少さ

せる必要があります。 
汚水処理原価は類似団体平均値と比較して低くなっており、汚水処理に要する費

用が抑えられております。 

表 1-4　委託を実施している主な業務一覧

　大村市下水道施設等運転管理業務

　　受託会社：月島ジェイテクノメンテサービス株式会社
　　業務内容：下水道施設の運転管理業務

　大村市上下水道局料金徴収等業務

　　受託会社：フジ地中情報株式会社
　　業務内容：メーターの検針、給水契約（中止・開始）の受付、料金などの徴収

　大村市上下水道局給排水設備維持管理業務

　　受託業者：大村市管工業協同組合・大村市給水工事センター
　　業務内容：メーターの取り替えや撤去、水道漏水・断水・水の濁りなどの対応、
　　　　　　　下水道施設の閉塞などの対応業務



‐7‐ 

施設利用率は類似団体平均値と比較しても高く、施設を有効活用できております。

本市の人口増の状況や近年の大雨等の状況を考慮し、施設の整備や更新を行う必要

があります。 
水洗化率は類似団体及び全国の平均値より高くなっております。下水道事業に対

する市民の皆様のご理解により、水洗化を進めていきます。 
 

 ②老朽化の状況について 

有形固定資産減価償却率は年々増加しており、令和５年度は４割を超える下水道

施設の老朽化が進んでいる状況です。今後、ストックマネジメント計画に沿って、計

画的に改築更新を行う必要があります。 

管渠老朽化率、管渠改善率については、令和５年度時点で対象となる管渠がなく

０％となっていますが、昭和４９年に施工した管渠が令和６年度に耐用年数を迎え

るため、今後多額の更新費用がかかることが想定されます。施設の長寿命化や費用の

平準化を図るため、当年度に策定した管路とポンプ場のストックマネジメント計画

をもとに計画的に改築していく必要があります。 

 

 ③老朽化の状況について 

令和５年度決算時点では「大村市下水道事業経営戦略２０２１」に基づき、適正な  

業務運営、維持管理に努め、健全な経営状況であるといえます。 
 下水道事業は、大量の資産を抱えていることから、資産の老朽化の進行により更新

需要の増大が予測されます。今後は「大村市下水道事業経営戦略（令和８年度～令和

１７年度）」や大村市下水道ストックマネジメント計画により、引き続き計画的な更

新を行う必要があります。 
 令和５年度決算の経営比較分析表は巻末資料にて掲載しています。  
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第 2 章 将来の事業環境 

 

下水道経営の基本方針と目標の達成に向け、取り組むべき事項や実現方策等を設定す

るためには、現状を評価し課題を認識すると共に、将来の事業環境がどのように推移して

いくかを予測する必要があるので、下水道における事業環境の変化について整理します。 

１．水洗化人口の予測 

将来の人口については、第２大村ハイテクパークへの企業誘致や西九州新幹線を活か

したまちづくり、また農業集落排水の統合などにより増加していくと予測されます。 

人口の増加に伴い、計画区域内人口及び水洗化人口も計画期間内（令和８年度～令和１７

年度）では、図 2-1 のように増加していくと予測しています。 
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２．有収水量の予測 

将来の有収水量については、推計した水洗化人口に令和６年度実績から算出した１人

当たりの有収水量を各年度に乗じて算出しました。 

その結果、水洗化人口の増加にあいまって有収水量は、図 2-2 のように計画期間内（令

和８年度～令和１７年度）では微増していく傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．水質浄化の強化 

長崎県が平成２７年３月に策定した「大村湾流域別下水道整備総合計画」では、大村湾

の水質状況は、湾奥等を中心に水質環境基準を達成できていない地点が残っており、今後

の対策を求めています。水質汚濁シミュレーションを行い、水質環境基準を達成するに

は、大村湾に放流する全ての下水処理場で高度処理を整備することが必要とされていま

す。 

本市では、水質基準達成に向け、大村浄水管理センターに高度処理施設２系列を整備し

ました。今後も、水質基準達成に向けて既存水処理施設の高度処理化を進める必要があり

ます。 

 

４．浸水リスクの増大 

急速な市街地化の進展に伴い、近年の局地的な記録的短時間での大雨により市街地等

への浸水リスクが増大しています。 

これまでも雨水を安全に放流するため雨水管路の整備を進めており、整備状況は令和６

年度末で ５６．１％となっています。令和２年７月豪雨において、雨水管路整備済地区

では、雨水の氾濫抑制が確認され、雨水管路整備が浸水被害軽減に有効であることから、

引き続き未整備区域の整備を推進していく必要があります。  
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５．地震によるリスク 

「長崎県地震等防災アセスメント調査報告書」（平成１８年３月）によると、本市でも

最大でＭ７．１（震度６弱～６強）規模の地震が発生し、人的・物的被害が予測されてい

ます。 

大村浄水管理センターは、耐震性を有していない施設が存在します。また、管路は大部

分が地下に埋設されているため、大規模な地震の発生により被害を受けるとその復旧に

長期間を要するため、耐震管路の整備が必要となります。 

市内全域のすべての下水道施設の耐震化を進めることは、規模的にも財政的にも困難

であることから、大村市上下水道耐震化計画（令和７年１月）に基づき、下水道施設の更

新と併せて計画的な耐震化を図るなど効率的・効果的な整備を図る必要があります。 

 

６．施設の老朽化 

（１）管路の老朽化 

本市の管路は、昭和５６年から供用を開始しており、令和６年度末で約４３７km を

保有しています。管路の法定耐用年数は５０年であることから昭和５６年供用の管

路は、令和１３年に耐用年数を迎えることになり、順次、老朽管路が増加しています。 

老朽管路の破損等による道路陥没は、市民の日常生活や経済活動に大きな影響を

及ぼしかねません。令和７年１月に埼玉県八潮市で発生した下水道管路の破損に起

因する道路陥没事故は、下水道管路マネジメントのあり方が国のほうで再検討なさ

れるなど、全国的に深刻な問題となっています。 

本市において老朽管路の破損等による大規模な道路陥没事故は、現在のところ発

生していませんが、今後の老朽管路の増加に伴い道路陥没事故の発生が懸念されま

す。 

今後は、大村市下水道ストックマネジメント計画（令和６年８月策定）に基づき、

老朽管の計画的な更新を進める必要があります。 

 

（２）施設の老朽化対策及び耐震化 

大村浄水管理センターは、昭和５６年４月から供用を開始しており、現在４４年が

経過しています。令和６年度に策定した大村市下水道ストックマネジメント計画に

沿って、計画的に更新していく必要があります。 
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７．汚水処理の最適化 

老朽化する農業集落排水処理施設の維持管理・更新に係るトータルコストの縮減を図

るため、農業集落排水事業区域を公共下水道に統合し、汚水処理の最適化を進める必要が

あります。 

また、下水道計画区域外においては、浄化槽設置を推進する必要があります。 

 

８．不明水の対応 

不明水は、汚水管路の老朽化でできた隙間やひび、マンホール蓋の破損部分等から雨水

や地下水などが流入すると考えられます。 

本市の令和６年度末の有収率は８８．１％です。総務省で公表している令和４年度の有

収率は、本市が９０．７%で全国類似団体平均８０．８%より高い状況ですが、今後の管路

の老朽化により不明水の増加が懸念されます。 

不明水の増加は、下水道施設への負荷の増大と下水処理費用の増加、道路陥没の原因に

なることから、管路内調査や修繕などの不明水対策を実施する必要があります。実施にお

いては、新たな技術による維持管理方法や管補修方法の検討により維持管理費の削減に

努める必要があります。 

 

９．職員の経験年数の低下 

近年では、ベテラン職員の退職等により、経験年数が少ない職員が増えています。 

将来にわたって安定的かつ持続的な水道事業を継続していくために、職員の技術力継

承を目的として人材育成を行うと共に組織力の強化を図っていく必要があります。 
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第 3 章 経営の基本方針 

 
これまでの課題を解決する共に、将来の事業環境に対応するため５つの基本目標とこ

れに沿った施策を示し、具体的な施策目標により事業運営を進めていきます。 
基本方針は、第５次大村市総合計画の基本目標５の政策３に掲げる『快適で暮らしや

すい都市環境の整備』とし、５つの基本目標を掲げ下水道事業を推進します。 
基本目標では、美しく良好な環境と安全なくらしの実現に向けた持続可能な循環型社

会の構築を目指します。 
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第 4 章 投資・財政計画 

１．投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明 

本市の主要な施設である大村浄水管理センターは、昭和５６年に供用開始したことか

ら老朽化が進行しています。下水道施設の機能を維持し、将来にわたる快適な生活環境と

安全なくらしの実現のためには、老朽化する施設や設備、そして管路の更新が必要です。 
これらの下水道施設の更新に係る計画や資金の確保方策を検討し、投資及び財源につ

いて長期的な試算を行い投資・財政計画を策定しました。 
なお、説明内容は現状における考え方であり、社会情勢や環境の変化により変更する場

合は説明を行います。 
 

（１）投資についての説明 

 
① 下水道施設の更新 

長期的な視点で下水道施設全体の老朽化の状況とリスク評価等による優先順位付

けを行い、施設の修繕・改築等の実施により施設管理を最適化する大村市下水道スト

ックマネジメント計画（令和６年８月策定）に基づき更新整備を進めます。 
また、ポンプ場及び点検・調査結果により改築更新が必要と判定された管路につい

ては、大村市下水道ストックマネジメント計画（令和６年８月策定）に基づき更新事

業を進めます。 
 

② 高度処理施設の整備促進 

大村湾流域別下水道整備総合計画の水質基準達成に向け、令和元年度に高度処理

施設１系列の供用を開始しました。また、令和６年度に既存施設の改造による高度処

理施設１系列目の供用を開始しました。今後も水質基準値達成に向け計画的に高度

処理施設の整備を進めます。 
 

③ 雨水管路の整備促進 

雨水管路整備済地区では雨水の氾濫抑制が確認され、雨水管路整備が浸水被害軽

減に有効であることから、新たに策定する雨水管理総合計画に基づき、想定される

浸水被害が大きいところから計画的に雨水管路の整備を進め災害に強い都市基盤

の整備に努めます。 
 

④ 汚水処理の最適化 

老朽化する農業集落排水処理施設の更新整備費及び維持管理費の効率化のため、

農業集落排水事業区域を公共下水道に統合するための汚水管渠を整備し、汚水処理

施設の最適化を図ります。 
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■ 建設改良費の算出根拠 
本経営戦略の計画期間における建設改良費は、ストックマネジメントに基づく更新需

要の算出を基本として重要度・優先度を考慮して表 4-1 のとおり計画しています。 
 
 
 
 
 
 

 

（２）投資以外の経費についての説明 

 
① 職員給与費 

職員給与費は、令和６年度実績を基に賃金上昇率４.８２％を考慮し、職員数は

現在の人員で算出しています。 
 

② 維持管理費（動力費、修繕費、委託費等） 

維持管理費は、令和６年度実績を基に３.０６％の物価上昇率を考慮し算出して

います。 
なお、算出には反映していませんが、不明水対策のための修繕費や委託費は、新

たな技術による維持管理方法や管路補修方法の検討により維持管理費の削減に努

めていきます。 
 

③ 減価償却費 

減価償却費は、既存施設の減価償却費と令和７年度以降に取得する資産に区分し

て算出しています。今後も高度処理施設の増設や管渠の整備等を予定しているため、

減価償却費の増加を見込んでいます。 
 

④ 支払利息 

新規借入分については、元金均等や元金償還の据置期間をなくすなどの償還方法

の採用により支払利息の抑制に努めます。 
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（３）経費を伴わない取組についての説明 

 
① ＢＣＰ等の運用 

本市で想定される災害や事故などにより被害を受けた場合でも、上下水道施設の

機能を維持し早期の回復を図るために、優先業務の段階的な実施を示す業務継続計

画（ＢＣＰ）の運用を行うとともに随時必要な見直しを行います。また、上下水道

局危機管理計画に基づいて、緊急時に迅速な対応ができるよう職員による訓練の実

施や関連部署・機関等との連携調整を図ります。 
 

② 最適運営形態の検討 

下水道事業の効率的な運用を行うための手法に官民連携があり、下水道施設運転

管理業務では効率的な下水道施設の管理を行っています。また、料金徴収業務では、

高い収納率が維持できるなど民間のノウハウの活用が図れています。 
今後も民間のノウハウを活かし、効率的な事業運営ができる項目に関して民間委

託を検討します。 
 

③ 積極的な情報発信 

下水道事業の持続性を確保するためには、市民とのコミュニケーションが必要不

可欠です。そこで、ホームページや広報紙などあらゆる広報媒体を活用し、事業運

営に関すること、水質等の情報や災害時の被災状況など、必要な情報を積極的にわ

かりやすく発信していきます。また、施設見学や児童対象のパンフレット配布など

を引き続き実施し、下水道事業に対する理解と信頼性の向上に努めます。 
 

④ 技術力の継承・向上 

本市では、下水道業務に携わる職員の経験年数の低下が顕著であり、今後も事業

を継続するために、技術の継承と向上が喫緊の課題となっています。 
今後も「大村市上下水道局人材育成基本方針」に基づき、人材の育成と組織力の

強化に努めます。また、引き続き各種研修へ積極的に参加させることにより職員の

技術力向上を図るとともに、退職者の再任用制度を活用し技術力の継承に努めます。 
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（４）財源についての方針 

 
① 当年度利益の確保 

令和６年度以降の水洗化人口は、大村市人口ビジョンを基に農業集落排水事業と

の施設統合の影響を見込んでいます。 
しかし、節水意識の向上及び節水機器の普及により、一人当たり汚水量は減少傾

向にあります。そのため、農業集落排水統合が完了する令和１２年度以降について

は、大幅な有収水量の増加は見込めないので、使用料収入は微増で推移すると予測

しています。 
地方公営企業操出金の基準に基づく一般会計からの適正な繰入を行うとともに、

最適な運営管理などにより経費の削減を行い、単年度黒字を確保します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

② 留保資金の確保 

留保資金については、利益水準と企業債のバランスを踏まえたうえで不測の事態

に備え、使用料収入が大きく減少した場合でも事業が継続できるよう確保します。 
また、汚水及び雨水管路の布設等や処理場、ポンプ場の改築更新は、国庫補助金

を活用して整備を行い、中長期的に収支均衡を保つよう更新財源を確保します。 
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□ 
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億
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千 
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③ 企業債（借金）残高の縮小 

建設事業の財源である企業債については、下水道整備を進めるにあたり多額の投

資を行ってきたことから、令和６年度末には約１００億円の企業債残高を抱えてい

ます。 
今後は、老朽管の更新工事などが発生するため、多額の事業費が発生する見込み

となっています。そのため、国庫補助事業に対する企業債は今までどおり借り入れ、

起債事業に対しては、世代間負担の公平性を確保し、将来世代への過度な負担が生

じないよう企業債の発行を抑制し、令和６年度末の約１００億円の企業債残高を令

和１７年度末には、約８５億円まで縮小します。 
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（５）今後検討予定の取組 

 
① 広域化・共同化の検討 

老朽化した汚水処理施設の大量更新など、将来の経営悪化への対応として、効率

的な事業運営が一層求められており、市町の枠にとらわれず、更なる施設の広域化

や管理の一体化、事務処理の共同化などにより、財政基盤や技術基盤の強化を図り、

持続可能な事業運営を推進するため、令和４年度に長崎県が策定した「長崎県汚水

処理広域化・共同化計画」のなかで、本市が取組みたい事業の実施可否について検

討します。 
 

② ウォーターPPP（官民連携）の導入検討 

本市の下水道事業運営を持続可能なものとし、下水道施設を良好な資産として次

世代へ継承するため、PPP/PFI 推進アクションプラン（令和５年改定版）で示され

た、新たな官民連携方式（管理・更新一体マネジメント方式）の導入を検討します。 
 

③ 下水道ＤＸ技術の導入検討 

本市の下水道事業が抱える課題や社会情勢の変化に伴う新たな課題への対応を

見据え、データとデジタル技術の活用基盤を構築し、徹底活用することで、業務そ

のものや、組織、プロセスを変革し、下水道の持続と進化を実現させることにより、

市民の安全で快適な生活を実現するため、新たな下水道ＤＸ技術の導入を検討しま

す。 
  



‐20‐ 

２．投資・財政計画（収支計画） 
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第 5 章 フォローアップ 

 
本経営戦略を推進するために、「ＰＤＣＡサイクル」の考え方により、各施策の進捗

状況を毎年度評価・検証するとともに、水需要や社会情勢の変化をとらえながら施策の

推進や改善に取り組みます。 
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第 6 章 経費回収率向上に向けたロードマップ 

  

国土交通省「下水道事業における収支構造適正化に向けた取組の推進についての留意

事項」（国土交通省 事務連絡 令和 2 年 7月 22 日）に基づき、経費回収率の向上に向け

たロードマップを以下に示します。 

 

１．現状 

令和６年度における経費回収率は 142.95％となっており、使用料で回収すべき経費を

全て使用料で賄えている状態である 100％を上回っている状況であり、経営が安定的に

行えている状態です。 

 しかし、近年の物価・資材高騰や老朽化施設更新の増加など今後、厳しい経営環境が

続いていくことが予想されるため、経費回収率 100％を維持し安定的な事業を実施でき

るよう、ストックマネジメント計画に基づく適正な投資事業を行うなど経営健全化への

取り組みを実施していきます。 

 

２．経費回収率向上に向けたロードマップ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

３．業績目標 

（１）計画期間 
   令和８年度から令和１７年度まで（１０年間） 
（２）使用料の見直し 
   下水道使用料については、長期にわたる経営予測が困難であるため５年ごとに在

り方の検討を行うこととし、必要に応じて改定を行う。 
（３）目標 
   経費回収率１００％以上の維持 

 

表 経費回収率向上に向けたロードマップ
区分 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17
経営戦略計画期間
経営戦略の見直し ● ● ●
見直し後の計画期間
ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画期間
ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画見直し ● ●
使用料の在り方の検討 ● ● ●
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２.水洗化人口の予測 

（１）行政区域内人口 

国勢調査人口の令和２年度を基準年としコーホート要因法※1 により令和１９年

まで算出しました。これ以降については、大村市人口ビジョンの人口推計シミュレー

ションパターンのウの比率を用い算出をおこないました。 
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（２）計画区域内人口 

 行政区域内人口に大村湾流域別下水道整備総合計画に基づき算出した公共下水道区域

の人口割合を乗じて算出します。 

 

（３）水洗化人口 

   令和１８年度までに水洗化率１００％を目標として推計します。 

 

（４）経営戦略との関連項目 

  ・第６次大村市総合計画 

  ・大村市人口ビジョン 

  ・地域防災計画 

  ・大村市国土強靭化地域計画 

  ・下水道事業中期経営計画 

  ・おおむら汚水処理構想 

  ・大村湾流域別下水道整備総合計画 

  ・大村市下水道ストックマネジメント計画 
  ・最適化整備構想 

  ・上下水道局危機管理計画 

  ・大村市上下水道耐震化計画 
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３.大村市汚水処理区域図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


